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主要担当者の必須資格の一つとして、ITコーディネーターの資格を有
していることを資格要件の一つとしています。質問のありました「認定
事前通知書」では、資格を保有しているとみなしませんので、主要担
当者となる方は、仕様書に記載しているいずれかの資格を保有して
いることが分かる証明書類を提出ください。

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所
を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。

調達件名　：　令和7年度国立研究開発法人水産研究・教育機構ＰＭＯ支援業務

質問等の内容

ＩＴコーディネーターの資格について、提案書提出時点で、ITC協会か
ら発行される「認定事前通知書」の提出で要件を満たしていますで
しょうか。
※「認定事前通知書」は、ＩＴＣ試験の合格とケース研修の修了をもっ
てITC協会から発行を受けることが可能な書類です。
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